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こどもまんなか応援サポーターへの就任について 
 

１ 概 要 

  箱根町は、こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、今後、

「こどもまんなか応援サポーター」として、さまざまな取組みを実施していくことと

しました。 

 

〇「こどもまんなか」とは 

すべてのこどもや若者たちが幸せに暮らせるように、常にこどもや若者の今とこ

れからにとって最もよいことは何かを考え、社会全体で支えていくことです。 

〇「こどもまんなか応援サポーター」とは 

こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、こどもたちが健やかで

幸せに成長できる社会を実現するという「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、

自らもアクションに取り組んでいただける個人、団体・企業、自治体等を、「こども

まんなか応援サポーター」と呼んでいます。 

 

２ 就任予定日 

令和6年1月1日 

 

３ 今後の取組内容等 

町が行う子育て支援策や、町立観光施設などで実施する取組みなどを SNS などによ

り発信するとともに、町民や地域、企業等に対してもこの取組みに賛同してもらえる

よう広く周知していく予定です。 

 


